
８　救急・医療に関する資料
〔くらし保健福祉部保健医療福祉課〕

８．１　郡市医師会事務所等所在地

郡市医師会等名 電話・ＦＡＸ 住　　　　　所

鹿児島市医師会 電話：099-226-3737  〒892-0846
ＦＡＸ：099-225-6099 鹿児島市加冶屋町3-10 

川内市医師会 電話：0996-23-4612 〒895-0076
ＦＡＸ：0996-20-2647 薩摩川内市大小路町70-26 

鹿屋市医師会 電話：0994-43-4757  〒893-0064
ＦＡＸ：0994-44-3542 鹿屋市西原3-7-39 

枕崎市医師会 電話：0993-72-5059  〒898-0062
ＦＡＸ：0993-72-9223 枕崎市寿町102-1

いちき串木野市医師会 電話：0996-32-7955 〒896-0016
ＦＡＸ：0996-32-9334 いちき串木野市桜町38 

伊佐市医師会 電話：0995-22-0589 〒895-2521
ＦＡＸ：0995-22-6659 伊佐市大口鳥巣450 

指宿医師会 電話：0993-34-2820 〒891-0504
ＦＡＸ：0993-34-2822 指宿市山川新生町35番

南薩医師会 電話：0993-53-6062 〒897-0001
ＦＡＸ：0993-53-6060 南さつま市加世田村原1-3-13 

日置市医師会 電話：099-273-6669 〒899-2503
ＦＡＸ：099-273-4140 日置市伊集院町妙円寺1-72-10

薩摩郡医師会 電話：0996-53-0326 〒895-1813
ＦＡＸ：0996-52-1609 薩摩郡さつま町轟町510 

出水郡医師会 電話：0996-63-0646 〒899-0202
ＦＡＸ：0996-62-6336 出水市昭和町18-18

姶良地区医師会 電話：0995-42-1205 〒899-5106
ＦＡＸ：0995-43-2044 霧島市隼人町内山田1-6-62 

曽於医師会 電話：0994-82-4893 〒899-8212
ＦＡＸ：0994-82-4894 曽於市大隅町月野894 

肝属郡医師会 電話：0994-22-3111 〒893-2301
ＦＡＸ：0994-22-3110 肝属郡錦江町神川135-3 

肝属東部医師会 電話：0994-65-0099 〒893-1207
ＦＡＸ：0994-65-0428 肝属郡肝付町新富470-1 

熊毛地区医師会 電話：0997-23-2548 〒891-3112
ＦＡＸ：0997-23-1031 西之表市栄町2 

大島郡医師会 電話：0997-52-0598 〒894-0035
ＦＡＸ：0997-54-0597 奄美市名瀬塩浜町3-10 

鹿児島大学医学部 電話：099-275-6902 〒890-0075
ＦＡＸ：099-275-0039 鹿児島市桜ヶ丘8-35-1 
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災害時の看護支援活動に関する協定 
 

 

鹿児島県（以下「甲」という。）と公益社団法人鹿児島県看護協会（以下「乙」という。）は，災害時にお

ける看護支援活動の協力に関し，以下のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は，鹿児島県地域防災計画に基づき，災害時に甲が行う看護支援活動に対する乙の協力に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

 

（看護支援班の派遣） 

第２条 甲は，災害時に乙に対し，主に災害支援ナースからなる看護支援班の派遣を要請できるものとす

る。  

２ 乙は，災害時に看護支援班を編成し，甲の指定した場所に，速やかに派遣するものとする。 

 

（看護支援班の業務） 

第３条 看護支援班の業務は次のとおりとする。 

(1) 救護所等における傷病者に対する応急処置及び看護業務 

(2) 避難所等における住民の健康相談及び健康管理業務 

(3) 被災住民に対する戸別訪問による健康相談業務 

(4) その他甲と乙双方が必要と認めた業務 

 

（看護支援班に対する指揮等） 

第４条 看護支援班に対する指揮命令及び支援活動に係る連絡調整は，甲の指定するものが行うものとする。 

 

（体制整備） 

第５条 乙は，災害時に迅速な対応がとれるよう，組織内の連絡，派遣体制の整備に努めるものとする。 

 

（情報の交換） 

第６条 甲及び乙は，災害時対応等について平常時から必要な協議及び情報の交換に努めるものとする。 

 

８．８　災害時の健康相談等の支援活動に関する協定書

〔くらし保健福祉部医師・看護人材課〕
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（訓練） 

第７条 甲及び乙は，災害時に備えた訓練を実施し，災害時に適切な対応ができるように努めるものとする。 

 

（費用弁償等） 

第８条 甲の要請に基づき，乙が支援活動を実施した場合に要する次の経費は，甲が負担するものとする。 

(1) 看護支援班の編成及び派遣に要する費用 

(2) 看護支援班が支援活動に従事する際に使用する資機材にかかる実費 

(3) 看護支援班員が支援活動において負傷し，疾病にかかり，又は死亡した場合の扶助金 

(4) 前各号に該当しない費用であって，この協定実施のために要したもの 

 

（細目） 

第９条 この協定に定めるもののほか，この協定の実施に必要な事項は別に定める。 

 

（協議） 

第10条 この協定に定めがない事項については，甲乙協議の上，決定するものとする。 

 

（有効期間） 

第11条 この協定の有効期間は，協定の締結の日から起算して１年とする。 

ただし，この協定の有効期間満了１か月前までに，甲乙いずれからも何らかの意思表示がない場合は，

有効期間満了の日の翌日から起算して１年間にこの協定は延長されるものとし，以降もまた同様とする。 

 

この協定の締結を証するため，本書2通を作成し，甲乙記名押印の上，各自1通を所有する。 

 なお，鹿児島県と公益社団法人鹿児島県看護協会が平成２６年３月２８日に締結した「災害時の健康相談

等の支援活動に関する協定」については，本協定の締結をもって廃止する。 

 

令和５年３月１４日 

                    甲 鹿児島県 

鹿児島県知事 塩田 康一 

 

                    乙 公益社団法人鹿児島県看護協会 

                       会     長 八田 冷子 
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８．９ 空港医療救護活動に関する協定
〔土木部港湾空港課〕

空港医療救護活動に関する協定書

中種子町（以下「甲」という。）と社団法人種子島医師会（以下「乙」という。）は，種子島

空港及びその周辺において発生した航空機事故に対する医療救護活動について，次のとおり協

定を締結する。

（目 的）

第１条 本協定は，種子島空港及びその周辺において航空機事故が発生した場合又はそのおそ

れ がある場合に，甲，乙協力の下に医療救護活動を適切に実施することを目的とする。

（要 請）

第２条 甲は，種子島空港及びその周辺において航空機事故が発生した場合又はそのおそれが

あ る場合で，医療救護活動を実施する必要が生じたときは，乙に対しその内容を通報すると

とも に，医療救護要員派遣要請区分（以下「要請区分」という。）に応じ，医師及び看護婦等

の派 遣又は待機の要請を行うものとする。

（医療救護要員の派遣及び待機）

第３条 乙は，前条の規定により甲から要請があった場合には，直ちに要請区分に応じた医療

救 護要員の派遣又は待機を行うものとする。

（医療救護要員の任務）

第４条 医療救護要員の任務は，次のとおりとする。

（１） 被災者の選別

（２） 傷病者に対する応急処置及び必要な医療処置

（３） 医療機関への搬送の要否及び順位の決定

（４） 死亡の確認

（医療の資器材等の提供）

第５条 甲は，乙が派遣する医療救護要員に対し，甲が保管管理している医療資器材等を提供

す るものとする。

（消火救難訓練）

第６条 甲は，消火救難訓練を計画した場合は，乙に訓練内容を連絡するとともに，必要に応

じ 医師及び看護婦等の参加を要請するものとする。

２ 乙は，前項の規定により甲から消火救難訓練の参加要請があった場合は，これに協力する

も のとする。

３ 甲は，乙に対し，消火救難訓練に使用する医療資器材等を提供するものとする。

４ 甲は，乙が第２項の規定に基づき消火救難訓練に参加した場合は，所定の訓練謝金を支給

す るものとする。
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（費用負担）

第７条 医療救護活動に係る費用負担については，別途協議するものとする。

（災害補償）

第８条 医師又は看護婦等が医療救護活動又は訓練参加において二次災害を負った場合には，

「空 港救急医療従事者障害補償制度」に基づき処理するものとする。

（細目）

第９条 この協定を実施するために必要な細目は，別に定めるものとする。

（協議）

第10条 この協定の遂行に当たって疑義を生じた場合には，甲，乙協議の上，定めるものとす

る。

（有効期間）

第11条 この協定の有効期間は，平成５年９月１日から平成６年３月３１日までとする。

２ 前項の期間満了日の１月前までに，甲又は乙から何らかの申し出がない場合は，期間満了

日 の翌日から更に１年間延長され，以降も同様とする。

この協定の締結を証するため，本書２通を作成し，甲，乙双方記名押印の上，各自１通を

保 有するものとする。

平成５年９月１日

甲 中種子町

町 長 日 高 實 昭

乙 種子島医師会

会 長 田 上 容 正

（注） その他，以下の通り空港医療救護活動に関する協定が締結されている。

＊ 上屋久町と社団法人屋久島地区医師会

＊ 笠利町と笠利町国民健康保険診療所

＊ 笠利町と社団法人大島郡医師会

＊ 喜界町と社団法人大島郡医師会

＊ 天城町と社団法人大島郡医師会

＊ 和泊町と社団法人大島郡医師会

＊ 与論町とパナウル診療所，与論徳洲会病院
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本体用紙

８．１０
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